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家畜伝染病予防法により、愛玩目的も含めて家畜・家きんを1頭

（羽）以上飼養している方は、毎年２月１日時点の家畜使用状況等

の定期報告が、家畜の所在地を管轄する都道府県知事に提出が必要

となります。

定期報告に必要な情報を記入していただき、提出期限内にお願い

します。

■提出期限

①牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚およびいのしし

→令和６年４月１５日まで

②鶏、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥およびだちょう

→令和６年６月１７日まで

ご不明な点などありましたら、当所までお問い合わせください。

定期報告をお願いします

令和５年１２月以降、韓国釜山の野生イノシシでアフリカ豚熱の発
生が確認されています。対馬は釜山との定期航路が就航していること
から、侵入リスクは非常に高い状況です。死亡したイノシシを発見
された場合は当所までご連絡ください。

韓国でアフリカ豚熱が発生しています



ヌカカなどの吸血昆虫が媒介して家畜等に感染するウイルスを総
称して「アルボウイルス」といいます。吸血昆虫の行動が活発化す
る夏から秋にかけて流行し、牛に感染すると熱性疾患や異常産など
を引き起こします。今年度の標記サーベイランスにおいては対馬地
域へのウイルスの侵入は確認されませんでしたが、県内3地域6農
場で流行性出血病ウイルス血清型6 、３地域４農場でディアギュラ
ウイルス、1地域2農場でブルータングウイルスの流行が確認され
ました。
現在、対馬地域ではアルボウイルスの関与を疑う異常産子は確認

されてませんが、今後発生させないためにも、吸血昆虫の発生しに
くい農場作りおよび、4月からの異常産ワクチンの接種をお願いし
ます。

異常産の例

吸血昆虫の発生予防

→発生源である水溜りをなくす
→薬剤散布を行う
→防虫ネットを設置する
→畜舎周辺の草刈りを行う 等

チュウザン病（農研機構HPより）

異常産ワクチン接種

母牛への接種

長崎県 牛の疾病とワクチンより

牛アルボウイルス感染症サーベイランス検査結果
について



令和５年１２月２日、１４日にそれぞれ、壱岐家畜市場、熊本家

畜市場が開催され、対馬から９頭（黒毛）、１８頭（褐毛）が出荷

されました。（ ）は去年同時期の成績。
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壱
岐

雌 ７
540,000

(463,000)
412,143

(354,556)
317

(255)
1,427

(1,524)
1.05

(0.82)

去
勢

２
639,000

(683,000)
535,500

(616,500)
349

(288)
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1.20

(1.01)

熊
本

雌 10
539,000

(772,000)
462,300

(486,385)
279

(291)
1.757

(1.831)
0.95

(0.98)

去
勢

8
617,000

(703,000)
562,125

(586,824)
305

(323)
2,025

(1.888)
1.10

(1.00)

家畜の死体は産業廃棄物に分類されます。死体は自己所有
地であっても埋却してはいけません。また、子牛も例外では
なく適正に処理しなければなりません。死亡畜は必ず死亡畜
の処理運搬業者へ連絡し、適正に処理してください。なお、
死亡牛はBSE検査を行う可能性がありますので、牛が死亡し
た場合は獣医師への連絡をお願いします。
※定期報告で報告している「埋却地」は、通常の死亡家畜の
埋却に使用してはいけません。
■BSE検査対象牛

死亡家畜の適正処理について

家畜市場成績

現行 令和6年度以降

特定症状牛 全年齢 全年齢

起立不能、歩行困難牛 48か月齢以上 全月齢のBSEが否定
できない症状を呈する

牛

一般的な死亡牛 96か月齢以上 検査実施なし


